
建築でつなぐ
まちの顔づくり

令和５年度 武蔵野市景観まちづくり講座

武蔵野市では、平成30年度から景観啓発イベントを開催

し、市民の皆さんと一緒に、魅力あるまちづくりに取り

組んでいます。 今回は、建築家で武蔵野大学

教授の水谷俊博先生を講師にお招きし、

建築で表現するまちの顔づくりについて

お話ししていただきます。

講師　水谷 俊博（みずたに としひろ）先生
建築家、武蔵野大学工学部建築デザイン学科教授
1970年神戸市生まれ。京都大学大学院工学研究科建築学専攻修了後、株式会社佐藤総合
計画勤務を経て2005年水谷俊博建築設計事務所設立。2005年より武蔵野大学専任講師、
准教授を経て現在、武蔵野大学工学部建築デザイン学科教授。
2013年に開館したアーツ前橋（群馬県前橋市）では、既存商業施設をコンバージョンによって
公共美術館に生まれ変わらせ、数々の賞を受賞されています。
また、設計デザイン監修を務められた武蔵野クリーンセンター、むさしのエコreゾート整備事
業で2023年日本建築学会賞（業績）受賞されています。

令和６年

３月４日（月）
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武蔵野プレイス
フォーラム（４階）
武蔵野市境南町２－３－18
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申込
方法

　　　上記QRコードまたは申込フォームより申込み 

　  https://logoform.jp/form/SK8e/468883
　　　　　　　　  定員：70名（市内在住在勤優先、申込順）

申込みはこちらから

水谷 俊博

日時

会場

お問合せ　武蔵野市都市整備部まちづくり推進課
TEL : 0422-60-1873　Email : SEC-MACHIDUKURI@city.musashino.lg.jp



JR中央線・西武多摩川線 武蔵境駅 南口 徒歩１分

武蔵野市の景観まちづくりのご紹介

武蔵野市では、魅力ある景観まちづくりを進めるために、「武蔵野市景観ガイドライン」や「武蔵野市景観まちづくりの
手引き」を策定しています。　また、こうした制度を市民の皆さんにわかりやすく紹介し、地域のさらなる魅力づくり
に役立てていただくために「武蔵野市の景観まちづくり制度」というパンフレットを作成・配布しています。
市の景観まちづくりを紹介したこれらの冊子や景観に関する協議・誘導の仕組み、市民参加の仕組みなどは、市ホー
ムページでも公表しておりますので、ぜひご覧ください。
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❸

❷ ❹

❶景観ガイドライン（平成29年4月）
　市の景観の特性と課題を整理し、景観まちづくりの方針と具体的な取り組み方法について示しています。

❷景観ガイドライン（別冊） 景観誘導基準の解説（平成29年4月）
　建築物の建築等の際に、守っていただく景観誘導基準を定め、各基準について写真や図を用いて解説しています。

❸景観まちづくりの手引き─つなげていこう、よい景観─（平成30年4月）
　住まいの周りや公園など身近な景観を心地よくしていくための考え方や事例写真などを紹介しています。

❹武蔵野市の景観まちづくり─はじめませんか？ 仲間と身近な景観まちづくり─（令和2年4月）
　市民の皆さんが主体となった地域の景観まちづくりを進めるため、武蔵野市の景観まちづくりの制度やその手順をわかりやすく紹介しています。
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周囲に緑が少なくなった、季節感がなく殺風景になった。

ミニ開発により狭小敷地が増えた。

ここがこんなに高い建物を建ててもいい場所だとは知らなかった。

塀が高く閉鎖的な建物が増えた。

昔より統一感のない街並みになった。

派手な外壁の建物が増えた。

家の近くに看板が大きく、電飾が派手なお店ができた。

商店街の通りに商品や看板が出ており、ごみごみとして歩きづらくなった。

武蔵野市
令和2年 4月

武蔵野市の景観まちづくり制度

最近、こんなことを
感じることは
ありませんか？

武蔵野市では、さらなる魅力あるまちづくりを進めるために「武蔵野市
景観ガイドライン」を策定し、市の抱える景観特性や課題の他、地域に
あわせたより良い景観まちづくりの基準を定めています。

また、市の身近な景観、ルールなどを誰もが分かるよう「武蔵野市景観
まちづくりの手引き」を策定しました。

市の景観冊子は、市ホームページでも公表しておりますので、ぜひご覧
ください。

❶景観まちづくりの手引き─つなげていこう、よい景観─（平成30年4月）
住まいの周りや公園など身近な景観を心地よくしていくための考え方や事例写真などを紹介しています。

❷景観ガイドライン（平成29年4月）
市の景観の特性と課題を整理し、景観まちづくりの方針と具体的な取り組み方法について示しています。

❸景観ガイドライン（別冊） 景観誘導基準の解説（平成29年4月）
建築物の建築等の際に、守っていただく景観誘導基準を定め、各基準について写真や図を用いて解説しています。

❹武蔵野市まちづくり条例ガイド（平成29年7月）
まちづくり条例に定めている諸制度の内容や活用方法・手順などをわかりやすく解説しています。

武蔵野市都市整備部まちづくり推進課
TEL : 0422-60-1870  FAX : 0422-51-9250
Email : SEC-MACHIDUKURI@city.musashino.lg.jp
〒180-8777  武蔵野市緑町 2-2-28

お問合せ

Facebook ページ「むさしの景観まちづくり」で情報を発信しています！　
https://facebook.com/musashinoscape/

では、どうすればいいですか？

理想のまちづくりを進めていくためには、地域の方々が、自分たちのまちの理想や将来像を共有し、その実
現に向け市民等・開発等事業者・市がそれぞれの役割分担のもと「協働でまちづくり」を進めていくこと
が重要になります。

その中でも特に、地域の方々の意向を強く反映する手法として、条例などの制度を使い、自らの手で地域特
性を活かしたきめ細かいルールを策定することが有効です。

武蔵野市では、　『景観まちづくり協定』　『地区まちづくり計画』　『地区計画』　などを用いることができます。

理想のまちに近づけるため、
景観まちづくり制度を使ってみよう！

どのようなことが定められますか？ 例えば、つぎのような
ルールを定めることができます。

制度について、教えて下さい

自分の取組み ご近所での取組み
（景観まちづくり協定）

地区での取組み
(地区まちづくり計画、地区計画)

必ずしも段階的に制度を利用する必要はありません。

魅力ある景観へのまちづくりや地域の課題解決に向けた
ルールづくりを始めてみませんか。

地域特性を活かしたきめ細やかな景観形成を推進していくためには、
誰よりも地域をよく知る住民の皆さんが主体となった、
ニーズに合わせたルールづくりへの取組みが必要です。

点 線 面

建物 外構 垣・柵の構造の制限
緑化率の最低限度 など壁面の位置　

建物の色彩素材の制限 など

景観まちづくり協定 地区まちづくり計画 地区計画

理想のまちのイメージを膨ら

ませ、「景観まちづくり協定」

をつくってみましょう。

「玄関先に花を植える」「生垣

を整える」といった良好な景

観の形成を目的とするルール

を協定として締結し（２敷地

以上の住民または土地所有者

から可能）、市に登録できる制

度です。

協定の内容は自由に決めるこ

とができますが、運用に関し

て市から強制力を持たないの

で、自主的に守っていくこと

が必要です。

地域を広げて「地区まちづくり計画」という

ルールづくりの仕組みがあります。 どのような

違いがあるのでしょうか。

定められるルールは、「景観まちづくり協定」と

同様のイメージですが、地区の住民等により構

成される協議会が地区（1,000㎡以上の一団の土

地）の特性を活かしたまちづくりを進めること

を目的として作成した計画を､市が審査基準に

基づいて認定をします。 認定後は､協議会が主体

となり地区の共有ルールとして守っていきます。

また、市長は「地区まちづくり計画」を認定した場

合、地区の区域内における景観の誘導基準を定め

ることができ､景観配慮が必要な行為として指定

したものは、条例上の手続きが必要になります。

地区内で開発等事業が行われるときは、市から

も開発等事業者に、ルールが定められているこ

とを周知します。

より広域で、運用が厳密な「地区計画」

への発展が考えられます。

都市計画法による制度で、区域内の

土地所有者等の個人や地区まちづく

り協議会等の団体が地区（3,000 ㎡以

上の一団の土地）の計画案を市に申

出ができます。

地区施設（道路、公園）の整備や建

築物の用途制限、壁面の位置制限、

高さの最高限度などのルールを定め

ることができます。

地区内で建築物を建築するときは、

これらが法律上の制限としてかかり

ます。

武蔵野プレイス
フォーラム（４階）
武蔵野市境南町２－３－18

会場

申込
下記のURLにアクセスし、申込フォームよりお申込み下さい。 右のQRコードからもアクセスできます。

https://logoform.jp/form/SK8e/468883
お電話（0422-60-1873）での申込も可能です。
定員：70名（市内在住在勤優先、申込順）

市のホームページでも、景観まちづくりに関する情報を公開しています。武蔵野市　景観まちづくり


